1. 労働者派遣とは
・労働者派遣法→　有期雇用派遣（登録型派遣）と無期雇用派遣（常用型派遣）
派遣禁止→　建設業務・警備業務・港湾運送など
・基本契約書→　　派遣元会社と派遣先会社間で締結

2. 就業までの流れ
1 人材オーダー：事業部が派遣会社に連絡（関西支社は人事担当経由）
2 職場見学：面接ではなく面談。面談は相互理解を深める場　面接は選考・採否判断の場
3 [bookmark: _Hlk212557640]受入決定：社内採用稟議、個別労働者派遣契約書（e-staffingシステム）締結
4 勤怠:e-staffingシステムで本人が入力、所属長が承認
5 契約期間：基本3ヶ月（更新あり）、最長3年（個人抵触日）。更新前に派遣元会社が本人に継続就労の意思確認、所属部課長に契約更新伺いを行う。双方異存なければe-staffingシステムにて契約更新が行われる。
３．勤怠の締め・派遣会社への支払い
　　１．末日締め、請求書は月初３営業日以内にe-staffingシステムより送付。月末支払い

３. 2つの抵触日 
1. 事業所抵触日とは
· 定義: 当社が同一の事業所において派遣社員を受け入れられる期間（3年）の制限を超過する日（法第40条の2）。
※派遣法でいう「事業所」は、拠点のみで判別しない。雇用保険の事業所届出をしている拠点を軸に判別する。→ 本社・関西支社ともに別の事業所である。
· 抵触日: その事業所で初めて派遣社員（派遣会社の違いは関係ない）を受け入れた日から起算して3年を経過した日の翌日。従って、既にその事業所で派遣社員がいる場合は起算が始まっている。当社は10月1日が一律抵触日。

4. 事業所派遣期間の延長
· 期間の延長手続き:当社が3年間の派遣可能期間を延長したい場合は、事業所単位の期間制限に抵触する日の1ヶ月前までに、当該事業所の過半数労働組合の意見聴取を行うことで、さらに最長3年間の延長が認められる。（その後も意見聴取により延長可能）
5. 抵触日を超えて派遣を受け入れた場合
· 労働契約申込みみなし制度: 事業所抵触日を超えて派遣社員を受け入れた場合、当社はその派遣社員に対して、派遣社員と同一の労働条件で直接雇用の申込みをしたものと見なされる（法第40条の6）。※法令違反の是正を促す狙い

2. 個人抵触日とは
· 定義: 当社が同一の派遣社員を、同一の組織単位において受け入れられる期間（3年）を超過する日。
※同一の組織単位とは、課、チームなど、以下のような実態を持つ単位を指す。
1. 業務としての類似性や関連性がある組織であること。
2. その組織の長が、業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有していること。
名称にとらわれず、実態によって判断される。例えば「営業部」の中の「第一課」が独立した指揮命令権を持つ場合は「第一課」が組織単位となり、その課の中で3年がカウントされる。
· 抵触日: 派遣社員がその組織で初めて就業を開始した日から起算して3年を経過した日の翌日。

3. 個人抵触日の特徴
· 派遣会社を変えても通算される: 同じ派遣社員が、派遣会社を変えて同じ組織で就業する場合でも、その期間は通算される。
· 組織が変わればリセット: 3年の期間が満了する前に、当社の別の組織（例：営業課から総務課へ）に異動すれば、異動先の組織で新たに3年間の派遣受け入れが可能になる。
· 延長手続きはない: 事業所単位の期間制限とは異なり、個人単位の期間制限には、当社労働組合による意見聴取等の延長手続きの規定はない。

6. 個人抵触日を迎える場合の対応
個人抵触日を超えて同一組織で派遣社員の受入れはできないため、抵触日が近づいたら、当社と派遣会社（および派遣社員）は以下のいずれかの対応を検討する。
1. 当社での直接雇用: 派遣先企業の社員（正社員、嘱託社員）として直接雇用に切
り替える。
2. 派遣会社で無期雇用社員化：当社での派遣就労が３年であっても、その前に同じ派遣会社で２年以上勤務していた場合には労働契約法上の所謂５年ルールが到来。派遣会社内での判断にて無期雇用される場合がある。この場合、継続して当社での派遣就労が可能であるが、派遣会社の業務都合により、派遣先が変更になる可能性がある。（いわゆる転勤）
3. 派遣契約の終了: 当該派遣社員との契約を終了する。
4. 別の組織単位への異動: 当社の別の組織単位へ異動し、新たな組織で就業を継続する。
5. クーリング期間: 派遣契約を終了し、同一組織単位で3ヶ月と1日以上の期間を空ける（クーリング期間）。その後、再度、同一の派遣社員を同じ組織単位で派遣社員として受け入れることも可能。
3. 事業所抵触日と個人単位の抵触日との関係
· それぞれの抵触日が異なる場合は、先に到来する抵触日が優先される。


